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１．伊万里市総合計画策定条例
平成３０年３月２３日

条例第１号
　 （総合計画の策定）
第１条　市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　 （１）　総合計画　基本構想及び基本計画で構成され、総合的かつ計画的な市政の運営を図るた
めの指針をいう。

　 （２）　基本構想　本市の目指す将来の都市像を掲げ、その都市像を実現するための基本的な方
向を示すものをいう。

　 （３）　基本計画　基本構想を実現するための基本的な計画で、基本構想における将来の都市像
を踏まえた施策の基本的な方向及び体系を示すものをいう。

　 （位置付け）
第３条　総合計画は、市の最上位の計画とし、市長が別に策定する個別の行政分野に関する計画の
策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

　 （審議会への諮問等）
第４条　市長は、総合計画の策定又は変更に当たっては、あらかじめ、附属機関（地方自治法（昭
和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定により設置する市長の附属機関をいう。）
に諮問するものとする。

２　前項の規定による諮問に応じて調査し、及び審議するため、伊万里市総合計画審議会（以下「審
議会」という。）を置く。

３　審議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員３０人以内をもって組織する。
４　委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。ただし、欠員補充による
委員の任期は、前任者の残任期間とし、役職をもって委嘱し、又は任命された委員の任期は、その
役職の在任期間とする。

５　前２項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
　 （総合計画の公表）
第５条　市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
　 （補則）
第６条　この条例に定めるもののほか、総合計画の策定又は変更について必要な事項は、市長が定
める。

　　 附　則
　 （施行期日）
１　この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
　 （伊万里市総合計画審議会条例の廃止）
２　伊万里市総合計画審議会条例（昭和４６年条例第３号）は、廃止する。
　 （経過措置）
３　この条例の施行の際現に策定されている総合計画は、この条例に基づき策定された総合計画と
みなす。
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２．伊万里市総合計画審議会規則
平成３０年３月２３日

規則第４号
　（趣旨）
第１条　この規則は、伊万里市総合計画策定条例（平成３０年条例第１号）第４条第５項の規定に
基づき、伊万里市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項
を定めるものとする。

　（審議会の委員）
第２条　審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
　（１）　民間団体の代表者
　（２）　市及び関係行政機関の職員
　（３）　学識経験を有する者
　（４）　公募による市民
　（会長及び副会長）
第３条　審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
２　会長は、会務を総理する。
３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
　（審議会の会議）
第４条　審議会は、会長が招集する。
２　審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
４　審議会は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め説明又は意見を求
めることができる。

　（部会）
第５条　会長が必要と認めるときは、審議事項を専門的に分掌させるため部会を置くことができる。
２　部会は、会長が指名する委員をもって組織し、部会長は、委員の互選により定める。
３　部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の結果を審議会の会議に報告しなければな
らない。

４　部会長に事故があるときは、委員のうち、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理
する。

　（庶務）
第６条　審議会の庶務は、政策経営部において処理する。
　（委任）
第７条　この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って
定める。

　　 　附　則
この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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３．伊万里市総合計画審議会委員名簿
規則区分 団体名 役職 氏名 備考

１号委員
民間団体の
代表者

伊万里市区長会連合会 会長 石井　司朗 副会長

伊万里市民生委員児童委員協議会 会長 清水　正彰

小中学校連合ＰＴＡ 理事 原　　美沙

伊万里市ボランティア連絡協議会 会計 中島　瑞恵

伊万里市民まちづくり推進会議 副会長 池田　まゆみ

いまり女性ネットワーク 会員 山口　弥生

伊万里市男女協働参画懇話会
いまりプラザ

会長 川原　フジエ

伊万里商工会議所 事務局長 松尾　佐智男

伊万里市農業協同組合 理事 吉田　喜美子

伊万里金融協会 会長 小木　　学

伊万里市消防団 女性部長 梶原　照子

伊万里記者会 　 青木　宏文

２号委員
市及び関係
行政機関の
職員

伊万里公共職業安定所 所長 山口　康旗

佐賀県政策部政策課 課長 種村　昌也

伊西地区県立学校校長会 会長 青木　久生

伊万里警察署 署長 原田　　崇

３号委員
学識経験を
有する者

西九州大学社会福祉学科 教授 滝口　　真

佐賀大学大学院学校教育学研究科 教授 上野　景三

西南学院大学商学部 教授 藤川　昇悟

佐賀大学理工学部都市工学科 准教授 後藤　隆太郎

佐賀大学理工学部都市工学科 教授 大串　浩一郎

佐賀大学経済学部 准教授 戸田　順一郎 会長

４号委員
公募市民

公募委員 谷口　茂雅

公募委員 加藤　奈津実

公募委員 村上　武大

公募委員 松尾　梨香

公募委員 島田　美代子

公募委員 石本　洋子
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４．伊万里市総合計画審議会部会委員名簿
（健康福祉部会）

（教育文化部会）

（産業振興部会）

役職名 所属 氏名

部会長 西九州大学社会福祉学科 教授 滝口　　真

委員

伊万里市民生委員児童委員協議会 会長 清水　正彰

伊万里市ボランティア連絡協議会 会計 中島　瑞恵

いまり女性ネットワーク 会員 山口　弥生

公募委員 加藤　奈津実

役職名 所属 氏名

部会長 佐賀大学大学院学校教育学研究科 教授 上野　景三

委員

小中学校連合ＰＴＡ 理事 原　　美沙

伊万里記者会 青木　宏文

伊西地区県立学校校長会 会長 青木　久生

公募委員 島田　美代子

役職名 所属 氏名

部会長 西南学院大学商学部 教授 藤川　昇悟

委員

伊万里商工会議所 事務局長 松尾　佐智男

伊万里市農業協同組合 理事 吉田　喜美子

伊万里公共職業安定所 所長 山口　康旗

公募委員 谷口　茂雅
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（基盤整備部会）

役職名 所属 氏名

部会長 佐賀大学理工学部都市工学科 准教授 後藤　隆太郎

委員

伊万里市男女協働参画懇話会
いまりプラザ

会長 川原　フジエ

伊万里金融協会 会長 小木　　学

公募委員 松尾　梨香

（環境安全安心部会）

役職名 所属 氏名

部会長 佐賀大学理工学部都市工学科 教授 大串　浩一郎

委員

伊万里市区長会連合会 会長 石井　司朗

伊万里市消防団 女性部長 梶原　照子

伊万里警察署 署長 原田　　崇

公募委員 石本　洋子

（新しい協働創造部会）

役職名 所属 氏名

部会長 佐賀大学経済学部 准教授 戸田　順一郎

委員

伊万里市民まちづくり推進会議 副会長 池田　まゆみ

佐賀県政策部政策課 課長 種村　昌也

公募委員 村上　武大
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５．諮問書

６．答申書
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７．第６次総合計画策定経過
年月日 内容

平成 29年 7月 19日 第 1回企画委員・企画幹事合同会議

〃 第 1回企画主任会議

7月 5日～ 7月 24日
第６次伊万里市総合計画策定のための市民アンケート
回収票数：1,079 票（回収率 30.8％）

8月 28日 第 2回企画主任会議

8月 29日～ 9月 13日 団体意向調査

9月 21日 第 1回若手職員チームによるワークショップ

9月 24日
第 1回いまりんCafe
第６次伊万里市総合計画策定のためのワークショップ

10月７日
第 2回いまりんCafe
第６次伊万里市総合計画策定のためのワークショップ

10月 14日
第 3回いまりんCafe
第６次伊万里市総合計画策定のためのワークショップ

10月 17日 第 2回若手職員チームによるワークショップ

平成 30年 3月 19日 第 3回企画主任会議

7月 11日 第 4回企画主任会議

10月 15日 第 2回企画委員・企画幹事合同会議

11月１日 第 1回　伊万里市総合計画審議会　（諮問）

11月１日～ 11月 30日
伊万里市総合計画審議会　部会
（健康福祉部会　教育文化部会　産業振興部会　基盤整備部会　環境
安全安心部会　新しい協働創造部会）

12月 18日 第 2回　伊万里市総合計画審議会

12月 27日 （答申）

平成 31年
1月 9日～ 2月 1日

市民意見提出手続（パブリックコメント）

3月 25日 定例議会にて議決（第 6次伊万里市総合計画策定）
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